
走行距離確認サービス 利用規約 

2017 年 1 月 16 日 施行 

 

一般社団法人日本二輪車オークション協会（以下「当協会」という）が提供する「走行距離確認

サービス」（以下「本システム」という）を利用する者（以下「利用者」という）は、本規約に

従っていただき、内容を承諾したものとみなします。 

 

第１条 目的 

走行距離に関する減算情報の照合を行うことにより、二輪車等における流通の健全な発展、

並びに社会及び公共の利益に寄与することを目的とする。 

 

第２条 利用要件 

利用者は、次の各号全てに該当することを要する。但し、二輪車関係団体においては当協会が

定める利用申込書を提出し、所定の審査を受けて承認される事とする。 

１．当協会に加盟しているいずれかのオークション会場の会員であること。 

２．古物商許可証を所持していること。 

３．二輪車売買を主たる業務とし、事業所を有していること。 

４．本システム利用申込書を提出し、審査を受けて承認されること。 

５．利用者本人または役員・従業員が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと。 

 

第３条 概要 

１．利用者は、自己が業務上取り扱う二輪車の車台番号等におけるデータ（以下「入力デー

タ」という）を本システムへ入力することで、走行距離に関する減算情報を照合するこ

とができる。但し、職権打刻車両は除く。 

２．本システムの照合結果は、当協会が運用する二輪車走行距離管理システムの蓄積データ

と入力データとを対比表示するもので、データの内容を保証するものではない。 

 

第４条 利用方法 

１．利用者は、当協会が別に定める利用マニュアルに基づき利用しなければならない。 

２．利用者は、第１条に定める目的以外で利用してはならない。 

３．利用者は、故意に誤った情報を入力してはならない。 

４．当協会は、原則として年中無休の状態で稼動させる。ただし、システムメンテナンス上

の必要が生じたときは、当協会は本システムを休止することができる。 

 

第５条 利用制限 

１．次の各号いずれかに該当した場合、当協会は、期間を定めて利用者の本システム利用を



停止することができる。 

（１）利用者が、入力データの誤入力を故意に複数回行い、当協会の改善警告にもかかわら

ず改善を怠ったとき。 

（２）第４条２項に該当し、当協会が利用停止と判断したとき。 

２．利用者は、本システム利用停止解除を希望する場合、当協会に利用再開申請と利用停止

事由の改善策を文書で提出しなければならない。 

３．当協会は、利用者が提出した改善策が妥当と判断した場合、利用停止解除を行うことが

できる。又、当協会は、利用者の改善策の内容により利用停止期間の短縮をすることが

できる。 

 

第６条 契約解除及び損害賠償 

１．当協会は、利用者が次の各号いずれかに該当する場合、何らの警告なしに、本契約を解

除することができる。 

（１）利用者が第４条２項に違反したとき。 

（２）利用者が第５条１項各号の行為を繰り返したとき。 

（３）利用者が、当協会の運営・発展を妨げるなどの背信行為をしたとき。 

（４）利用者が倒産、破産または解散したとき。 

２．本条１項各号に該当し当協会に損害が生じた場合、当協会は利用者に対して損害賠償を

請求することができる。 

 

第７条 免責 

当協会は、次の各号のいずれの場合でも、利用者に対していかなる責任も負わない。 

１．本システムによる照合の結果。 

２．本システムのメンテナンスによる稼動休止。 

３．天災及び暴動等による本システムの稼動停止。 

 

第８条 機器等の準備費用 

１．利用者は、本システムを使用するための接続機器及びインターネットへの接続費用を負

担する。 

 

第９条 利用料金等 

１．利用者は、本契約締結に際し、別紙の利用料金を当協会が定める方法により、納入しな

ければならない。 

２．利用者は、月の途中で利用停止、利用停止解除もしくは契約解除となった場合でも、 そ

の月分の利用料金を支払わなければならない。 

 



第１０条 解約 

１．本契約を解約しようとするときは、解約の１ヶ月前までに当協会へ通知しなければなら

ない。 

２．利用者は当協会に対して所定の手続きにより解約することができる。 

 

第１１条 裁判管轄 

当協会と利用者間の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所とする。 

 

 

令和２年２月１４日 改定 



別紙 

 

【利用料金】 

税抜き（単位：円） 

プラン 月額基本料金 １台ごとの照合料 初期登録費（初回のみ） 

Ａ ￥０ ￥５００ ￥１０,０００ 

Ｂ ￥２,０００ ￥３００ ￥１０,０００ 

Ｃ ￥５,０００ ￥２００ ￥１０,０００ 

Ｄ ￥１０,０００ ￥１００ ￥１０,０００ 

Ｅ ￥３０,０００ ￥１０ ￥１０,０００ 

・月額基本料金と１台ごとの照合に対する従量制となり、プラン A～Eのいずれか

となります。 

・支払方法はクレジットカードまたは口座自動振り替えとなります。尚、支払い

日については、クレジットカードでは利用されるカードのご契約内容に準じ、

口座自動振り替えにおいては翌月２７日前後となります。 


